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加入及び脱退に附する規程
（趣旨）

第 １ 条　この規程は、組合の加入及び脱退について、必要な事項を定めるものとする。

（審査）

第 ２ 条　組合規約第 8 条による申込みを受けたときは、組合はその加入の可否を理事長が審査の上決

定する。

（受理）

第 ３ 条　組合規約第 9 条による脱退の予告並びに同第 10 条による資格喪失の手続は、それぞれ書類

が組合に到着した日を以って届出があったものとする。

（遅延理由書の提出）

第 ４ 条　組合員は、規約第9条及び10条に定める期間内に脱退及び資格喪失の手続を行えないときは、

別に定める資格喪失届による遅延理由書を提出するものとする。

2　 事業主は、当該組合員の遅延理由書の提出に際し、記載事項を確認のうえ、署名押印しなけ

ればならない。

（添付不能届の提出）

第 ５ 条　組合員は、脱退及び資格喪失の際に、紛失等の理由により被保険者証を返納できないときは、

別に定める被保険者証・高齢受給者証・組合員証添付不能・滅失届又は被保険者証・高齢受給

者証添付不能・滅失届を提出するものとする。

2　 事業主は、当該組合員の添付不能届の提出に際し、記載事項を確認のうえ、署名押印しなけ

ればならない。

（損害賠償）

第 ６ 条　脱退並びに資格喪失の手続きに当たり、被保険者証の返納がない場合は、当該組合員は、組

合に対し被保険者証を返納しないために与えた直接の損害賠償をしなければならない。

2　 事業主は、被保険者証の返納不能のために組合に与えた直接の損害に対し、当該組合員とと

もに解決の責を負うものとする。

（準用）

第 ７ 条　後期高齢者である組合員に対して発行している組合員証についても、この規程の第 4 条、第

5 条及び第 6 条の規定を準用する。

（委任）

第 ８ 条　この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。

附　則

1　 この規程は、「保険料の変更」に係る規約の一部変更施行の日（昭和 47 年 3 月 14 日）から施行する。

2　 この規程の施行により昭和 35 年 7 月 25 日施行の加入及び脱退に関する規則は、廃止する。
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附　則

1　 この規程の一部変更は、昭和 52 年 3 月 16 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 23 年 4 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 30 年 7 月 10 日より施行する。
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給付規程
（目的）

第 １ 条　この規程は、関東信越税理士国民健康保険組合（以下「組合」という。）における保険給付

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（被保険者証の提出）

第 ２ 条　被保険者が次のいずれかの給付を受けようとするときは、保険医療機関、保険薬局及び特定

承認保険医療機関に被保険者証・高齢受給者証を提出しなければならない。

一　国民健康保険法（以下「法」という。）第 36 条による療養の給付を受けようとするとき。

二　法第 52 条による入院時食事療養費及び第 52 条の 2 による入院時生活療養費の支給を受け

ようとするとき。

三　法第 53 条による保険外併用療養費の支給を受けようとするとき。

2　 被保険者が法第 54 条の 2 による訪問看護療養費の支給を受けようとするときは、指定訪問看

護業者に被保険者証を提出しなければならない。

（処方箋の提出）

第 ３ 条　被保険者が法第 36 条により国民健康保険薬剤師である薬剤師から、薬剤の支給を受けよう

とするときは、国民健康保険医である医師又は歯科医師が交付した処方箋を薬剤師に提出しな

ければならない。

（移送費の支給申請）

第 ４ 条　被保険者が法 54 条の 4 による移送費の支給を受けようとするときは、組合が別に定める移

送費支給申請書に医師の意見書及び移送に要した費用の額に関する領収書等を添えてこれを申

請しなければならない。

2　 削除

3　 削除

4　 削除

第 ５ 条　被保険者が療養の給付を受けたときは、組合規約第 12 条に規定する一部負担金を保険医療

機関に対して直接支払わなければならない。

（療養費の支給申請）

第 ６ 条　組合員が法第 54 条による療養費の支給を受けようとするときは、組合が別に定める療養費

支給申請書に、療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えてこれを申請しなければならな

い。

2　 前項の証拠書類（様式第 19 号の 1、2）が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書

類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。



26

（特定疾病の認定申請）

第 ７ 条　被保険者が法施行令第 29 条の 2 第 5 項の規定に基づく特定疾病の認定を受けようとすると

きは、当該被保険者の属する世帯の組合員は、組合が別に定める特定疾病認定書に、医師又は

歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証する書類を添えてこれを申請しなけ

ればならない。

（高額療養費の支給申請）

第 ８ 条　組合員が法第 57 条の 2 による高額療養費の支給を受けようとするときは、組合が別に定め

る高額療養費支給申請書によりこれを申請しなければならない。

（出産育児一時金の支給申請）

第 ９ 条　組合員が組合規約第 13 条による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、組合が別

に定める出産育児一時金支給申請書に出産を証する書類を添えてこれを申請しなければならな

い。

（葬祭費の支給申請）

第10条　被保険者が死亡したとき、組合規約第 14 条による葬祭費の支給を受けようとする者は、組

合が別に定める葬祭費支給申請書に葬祭を行う者であることを証する書類及び死亡診断書を添

えてこれを申請しなければならない。

（傷病手当金の支給申請）

第11条　組合員が組合規約第 14 条の 2 による傷病手当金の支給を受けようとするときは、組合が別

に定める傷病手当金支給申請書によりこれを申請しなければならない。

（入院時食事療養費標準負担額減額の申請）

第12条　組合員が法第 52 条による食事療養費の減額を受けようとするときは、組合が別に定める国

民健康保険食事療養費標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

2　 前項により食事療養の減額が認められ、入院時食事療養費差額分の支給を受けようとすると

きは、組合が別に定める国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書を提出しなけ

ればならない。

（申請書の様式）

第13条　この規程による申請書の様式は法に定めるもののほかは、組合が別にこれを定める。

附　則

（施行の期日）

1　 この規則は、昭和 47 年 2 月 12 日より施行する。

（規則の廃止）

2　 保険給付規則（昭和 39 年 4 月 1 日施行）は廃止する。

附　則

（施行の期日）

1　 この規程は、昭和 53 年 4 月 1 日より施行する。
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附　則

1　 この規程は、昭和 54 年 4 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、昭和 60 年 4 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 6 年 10 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 9 年 4 月 1 日より施行する。

但し、第 2 条及び第 4 条については平成 8 年 10 月 1 日より適用する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 13 年 1 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 14 年 10 月 1 日より施行する。

附　則

1　 この規程の一部改正は、平成 30 年 7 月 10 日より施行する。
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